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試 験 日 令和７年２月２５日(火) 

受 付 期 間 

【インターネット申

込又は郵送】 

令和７年１月２４日(金) 

   ～令和７年２月１６日(日) 

【※受付期間最終日の消印有効】 

申込必要書類 

① 柏 市 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 採 用 試 験 受 験 申 込 書 

②レポート  

③郵送の場合：返信用封筒１枚（長形３号 /４６０円分の切

手貼付） 
 

【任期付短時間勤務職員とは】  

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び柏市一般職任期付職員採用

条例に基づき，一時的な業務量の増加や市民サービスの提供体制の充実に対応するため，

任期を定めて採用する職員です。  

 勤務条件（休暇等）については，基本的に任期の定めのない常勤の職員と同様になりま

す。 

 

【中高生の広場とは】  

 令和６年１２月に柏駅前の柏市子ども・子育て支援複合施設「ＴｅＴｏＴｅ」内に開設

した中高生世代を対象とした子どもの居場所です。  

 

１ 募集職種・採用予定人数・受験資格・主な職務内容  

募集職種  採用予定人数  受験資格  主な職務内容  

児童施設  

厚生員 

（任期付短時

間勤務職員） 

３人 
児童福祉施設や社会教育施設等

で実務経験があるかた  

・「中高生の広場」の

運営に係る管理、統括  

・会計年度任用職員、

大学生ボランティアの

服務管理等の管理運営

業務 

・運営委員会の開催  

・運営委員の支援等  

 ≪地方公務員法第１６条に規定する次の欠格事項に該当する方は，受験できません。≫  

 (1) 禁錮（こ）以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの人  

令  和  ７  年  度  
柏市任期付短時間勤務職員  採用試験受験案内

【  中高生の広場で勤務する児童施設厚生員  】  
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 (2) 柏市において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない人 

 (3) 人事委員会又は公平委員会の職にあって，地方公務員法第６０条から第６３条まで

に規定する罪を犯し刑に処せられた人 

 (4) 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した人 

 

２ 任期・勤務形態・勤務場所 

 (1) 任期 

   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（１年間） 

   勤務成績が良好な場合，次年度以降，継続の可能性があります。  

 (2) 勤務形態  

   短時間勤務（週４日勤務／１日６時間） 

  ※詳細は７の(３)を参照してください。  

 (3）勤務場所  

   柏市子ども・子育て支援複合施設「 TeToTe」５階「中高生の広場」  

   

３ 試験内容・試験日・試験会場 

 (1) 試験内容  

   書類審査（※４(3)にて提出する書類について審査） 

   及び 

   個人面接試験  

 (2) 試 験 日 

   令和７年２月２５日（火）  

   ※試験時間及び集合時間については，受験申込者に別途通知します。 

   ※また、応募者多数の場合は別日を設ける可能性があります。  

 (3) 試験会場  

   柏市子ども・子育て支援複合施設「 TeToTe」（柏市柏四丁目９番７号）  

   ※ＪＲ常磐線・東武アーバンパークライン柏駅下車／柏駅東口から徒歩３分 

   ※駐車場はございませんので，公共交通機関（電車・バス等）を利用してください。 

 

４ 受験申込手続 

 (1) 申込方法  

   インターネット及び郵送による申込みのみ受け付けます（持参による申込みは，

受け付けません。）。 

 (2) 申込受付期間  

   令和７年１月２４日（金）から令和７年２月１６日（日）まで 

   ※申込受付期間の末日（２月１６日）の消印有効。上記の期間以外は受け付けでき

ませんので，注意してください。  

 (3) 申込みに必要な書類  

  ア 『令和７年度 柏市任期付短時間勤務職員採用試験受験申込書』  

    ・写真【縦４㎝×横３㎝／申込前６か月以内に撮影／脱帽・上半身・正面向きで

本人と確認できるもの】１枚を申込書の写真貼付欄に貼り付けてください。  

    ・手書きで提出する場合は，黒ボールペン又は黒万年筆を使用し，文字はかい書

を用い，数字は算用数字を用いて，必要事項をすべて本人が自筆で記入して
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ください（注意：消えるボールペンは使用しないでください。）。  

  イ 『レポート』 

    「①中高生の広場を中高生世代にとって，安心安全に自分らしく過ごせる居場

所としていくためには，どのような視点が大切だと思いますか？ご自身の実

務経験を踏まえて，記載してください。  

     ②あなたは，児童施設厚生員として，中高生の広場で実現したい具体的な事

業（企画）を記載してください。【①②併せて１ ,２００文字以内】」  

  ウ 申込みが郵送の場合は，『返信用封筒１枚』（受験票等を返送するために使用  

   します。）  

    ・長形３号の封筒（１２㎝×２３．５㎝）の表面に，４６０円分の切手を貼付の

上，宛先として申込者の住所（受験票の返送先）・氏名を明記してください。  

     なお，申込者の氏名の下には「様」と書き入れてください（「行」・「宛」等

と記入しないでください。）。  

 (4) 受験申込書等の提出方法  

  ア インターネットの場合  

    本市ホームページのＬｏＧｏフォームより，上記（３）の書類を添付しお申込 

   みください。  

  イ 郵送の場合 

    上記（３）の受験申込書等を郵送する封筒として，角形２号の封筒（２４㎝×３  

   ３．２㎝）を用意してください。この封筒の表面に，別添の封筒宛名用紙（必要事  

   項を記入の上，キリトリ線に沿って切り離すこと。）を貼り付け，上記（３）の受  

   験申込書等を封入した上で，「簡易書留」で下記郵送先に郵送してください（郵  

   送に係る事故については，柏市は一切責任を負いません。）。  

   郵送先：〒２７７－８５０３ 柏市大島田４８番地１   

   柏市教育委員会生涯学習部生涯学習課  

 (5) 受験申込みに当たっての注意  

  ・受験申込書の様式は，柏市のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードした様式を印刷して使用する場合は，Ａ４版の白紙に，縮小や拡大

をせずに両面で印刷してください。 

  ・身体に障害があること等の理由により職員採用試験の受験に当たり配慮を必要と

される方は，必ず受験申込みをする前に柏市教育委員会生涯学習部生涯学習課に

連絡してください。 

 

５ 注意事項 

 (1) 受験申込書等を郵送するに当たって郵便料金の不足があった場合，受験申込書に記

載誤りや漏れがあった場合，提出書類に不備があった場合及び受付期間外に受験申込

書が郵送された場合については，申込みを受け付けません。  

 (2) 受験資格を有していないこと又は受験申込書の記載に虚偽又は不正があったこと

が明らかになった場合は，採用（合格）を取り消すことがあります。  

 

６ 結果通知及び試験結果の開示  

 (1) 結果通知  

   合否にかかわらず，選考結果は，３月上旬頃に発送する文書により通知します。な

お，電話，文書等による合否の問い合わせには，一切お答えいたしません。  
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 (2) 試験結果の開示  

   不合格者本人を対象として，試験結果の開示を行います。  

   試験結果の開示を受けようとするときは，①受験票及び②運転免許証等の本人を確

認できる資料を持って，直接柏市教育委員会生涯学習部生涯学習課（沼南庁舎３階）

の窓口にお越しください。  

  ＜開示期間＞試験の結果通知の発送日の翌日から１か月間  

  ＜開示内容＞試験の得点及び順位  

７ 勤務条件について（参考：令和７年４月１日予定） 

 (1) 初任給 

給料格付け  初任給の額  （内訳）  

２級２６号給 １７１，７４８円 
給料月額 １５３，９７１円 

地域手当  １７，７７７円 

  (2) 初任給以外の給与 

   通勤手当が支給されます。また，６月及び１２月には，期末手当及び勤勉手当（標

準：年間４．６月分）が支給されます。ただし，扶養手当及び住居手当は支給されま

せん。 

 (3) 勤務時間及び勤務日  

   午前８時３０分から午後３時３０分まで（休憩時間：１時間） 

  又は，午後２時から午後９時まで（休憩時間：１時間）  

   火曜日から日曜日までのうち，勤務表で定める日  

 (4) 休暇，休日等  

  ア 休日 毎週月曜日休業，年末年始が休日です。  

  イ  年次有給休暇  １の年度について１６日 (１時間単位で休暇を取得する場合，６

時間を１日として算出 )を上限として付与されます。  

  ウ 特別休暇  結婚休暇，子供休暇，忌引，ボランティア休暇等があります。  

 (5) 福利厚生制度  

   地方公務員等共済組合法に基づき共済組合に加入し，短期給付（医療保険）等を受

けるほか，各種福祉・保健事業を利用することができます。  

 ※ 上記の内容は，制度改正により変更となることがあります。 

 

８ 問い合わせ先 

  柏市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

   電 話：（電話）０４－７１９１－７３９３（直通）  

   所在地：〒２７７－８５０３ 千葉県柏市大島田４８番地１ 

   ホームページアドレス：http://www.city.kashiwa.lg.jp（トップページ）  

（トップページ→「市政情報」→「職員採用・人事」→「職員採用情報」→「正規職員」）  


